
大阪・ 光の饗宴 エリ アプロ グラ ム の参加等に関する 規程 

（ 令和 8 年 5 月 26 日一部改正）  

 

大阪・ 光の饗宴実行委員会では、 フラ ンス・ リ ヨ ン市のリ ュ ミ エール祭を目標と し て「 大

阪・ 光の饗宴」 を開催し 、 大阪の新たな都市ブラ ンド の向上、 国内外への発信力の強化及

び観光の振興を通じ た経済効果の拡大をめざし ている 。  

※「 大阪・ 光の饗宴」： コ アプロ グラ ム（「 御堂筋イ ルミ ネーショ ン」 及び「 OSAK A 光のルネサン ス 」） 及

び大阪府内の各エリ アで開催する エリ アプロ グラ ム で構成 

 

１  目 的 

こ の規程は、「 大阪・ 光の饗宴」 のエリ アプロ グラ ムの参加要件、 選定基準及び参加団体

の役割等に関し 必要な事項を定める こ と を目的と する 。  

 

２  定 義 

こ の規程において、 次の各号に掲げる 用語の意義は、 当該各号に定める と こ ろによ る 。  

(1)エリ アプロ グラ ム  

大阪府内のま ちづく り やエリ ア活性化に取り 組む団体等が主催する 事業のう ち、 大

阪・ 光の饗宴実行委員会（ 以下「 饗宴実行委員会」 と いう 。） と プロ モーショ ン連携する

プロ グラ ムをいう 。  

(2)合同プロ モーショ ン会議 

エリ アプロ グラ ムの主催者と 饗宴実行委員会と のプロ モーショ ン連携を深める ために

饗宴実行委員会が開催する 会議をいう 。  

 

３  参加要件 

エリ アプロ グラ ムの参加要件は、 次に掲げる 事項のと おり と する 。  

(1)主催者は、 次に掲げる 事項を全て満たさ なければなら ない。  

① 地方公共団体又は複数の企業、 学校法人若し く は民間団体等で構成する 実行委員会

又は連絡会等（ 以下「 実行委員会等」 と いう 。） である こ と 。  

② 単年度限り で設置する 実行委員会等の場合は、 参加申出書の提出期限ま でに実行委

員会等が発足し ている こ と 。  

③ 実行委員会等の場合は、 事務局を有する こ と 。  

(2)主催者及びその構成員（ 主催者がプロ グラ ムを実施する にあたり 業務を外注する 場合そ

の受注者を含む） は、 次に掲げる 事項を全て満たさ なければなら ない。  

① 政治的又は宗教的な普及・ 宣伝活動を行わないこ と 。  

② 公序良俗に反し ないこ と 。  

③ 安全管理、 環境衛生についての配慮を十分行う こ と 。  

④ プロ グラ ムの実施に際し 、金品の寄附、援助又は事業参加等の強要を行わないこ と 。  

⑤ 暴力団員及び暴力団密接関係者でないこ と 。  

⑥ 大阪府暴力団排除条例（ 平成 22 年大阪府条例第 58 号） 第 14 条及び第 15 条の規定

に違反し ないこ と 。  

⑦ 全号に掲げる も ののほか、 饗宴実行委員会が不適当と 認める 事由がないこ と 。  

(3) 無料で観覧でき る プロ グラ ム（ 入場料を徴収する 施設内で実施する プロ グラ ムであって、

通常の入場料で観覧でき る も のを含む。） である こ と 。  

ただし 、 プロ グラ ムを観覧する ための料金を徴収する も の又は入場料を徴収する 施設で

実施する プロ グラ ムであっ て通常の入場料を超える 料金を徴収する も のであっても 、 大

阪・ 光の饗宴事業に対し 、 主催者が別表に定める 額の協賛を行う 場合はこ の限り でない。 

 

 



４  エリ アプロ グラ ムの選定 

饗宴実行委員会は、 次に掲げる 基準に照ら し エリ アプロ グラ ムを選定する 。 なお、 饗宴

実行委員会が定める 各種提出物について、 指定する 期限が遵守さ れなかった場合は、 エリ

アプロ グラ ムへの参加を認めない場合がある 。  

(1) 参加要件に合致し ている こ と 。  

(2) 一定のク オリ ティ を有し 、 大阪・ 光の饗宴事業の趣旨に合致し ており 、 プロ モーショ ン

連携が可能である こ と 。  

(3) 魅力ある 光のプロ グラ ムのコ ンテンツを活用し て、 地域の持つ魅力を高め、 個性の創出

につながる と 認めら れる こ と 。  

(4) 大阪・ 光の饗宴の開催期間を含む期間に実施し ている こ と 。  

(5) 一定の事業規模及び集客数が見込める こ と 。  

 

５  選定の取り 消し  

エリ アプロ グラ ムの選定基準を満たさ なく なった場合、 饗宴実行委員会はエリ アプロ グ

ラ ムの選定を取り 消す場合がある 。 なお、 こ の取消によ ってエリ アプロ グラ ムの主催者に

生じ る 損害等について、 饗宴実行委員会は一切の補償を行わない。  

 

６  実施団体の役割等 

４ によ り 選定さ れた実施団体が果たすべき 役割等は、 次に掲げる 事項のと おり と する 。  

ま た、 以下の業務の一部について、 光の饗宴実行委員会が別途契約する 広報事業者（ 以

下、 広報事業者と いう ） が実施する 。  

(1) 合同プロ モーショ ン会議への出席並びに饗宴実行委員会及び広報事業者や、他の実施団

体と の情報共有 

(2) 広報連携に向け、 実施する プロ グラ ムに関する 写真及び映像等を広報事業者へ提供 

(3) 次に掲げる 広報協力。 なお、 実施団体が実行委員会等の場合は、 その構成員についても

同様と する 。  

① 作成する パンフレ ッ ト 、 チラ シ、 ポス タ ー及びホームページ等の広報ツ ールにおい

て、 大阪・ 光の饗宴事業の紹介を行う こ と 。  

② 饗宴実行委員会が作成する 公式ガイ ド ブッ ク 、 ポス タ ー等の広報ツ ールを配布及び

掲示する こ と 。  

③ 饗宴実行委員会及び他の実施団体と の広報連携に取り 組むこ と 。  

④ 御堂筋イ ルミ ネーショ ン、 Ｏ Ｓ Ａ Ｋ Ａ 光のルネサンス 、 エリ アプロ グラ ムの回遊に

繋がる 回遊性向上企画への協力を行う こ と 。  

⑤ その他対応可能な広報協力を積極的に行う こ と 。  

(4) 大阪・ 光の饗宴事業に係る 経済波及効果の算出及び効果検証等に必要と なる 次の事業の

実施及び結果の報告 

① エリ アプロ グラ ムに係る 来場者数のカウ ント  

② 来場者に対する アンケート の実施。 なお、 アンケート の設問、 提出数及び提出方法

については、 饗宴実行委員会が指定する 。  

③ エリ アプロ グラ ムの事業費  

(5) 饗宴実行委員会へ提供する 資料の内容については、 正確かつ確実なも のと する こ と 。  

(6) 饗宴実行委員会が提供する 情報を他の目的に利用し ないこ と 。  

(7) 饗宴実行委員会が指定する 期限を厳守する こ と 。 なお、 当該期限を過ぎた場合は、 饗宴

実行委員会が作成する 広報ツールへの掲載ができ ない場合がある 。  

 

 

 

 



（ 別表： プロ グラ ムを観覧する ための料金を徴収する 場合）  

エリ アプロ グラ ムの

事業予算額 

エリ アプロ グラ ムの

入場料( ※1)  
協賛金額( ※2)  

１ 億円以上 金額にかかわら ず 800, 000 円以上( ※3)  

１ 億円未満 
1, 500 円以上 450, 000 円以上 

1, 500 円未満 100, 000 円以上 

( ※1) 大人１ 人当たり の標準的な入場料 

( ※2) 消費税額及び地方消費税額を除く  

協賛金額に応じ て、 別に定める と こ ろによ り 大阪・ 光の饗宴公式ガイ ド ブッ ク 等への広

告を掲載する 。  

 ( ※3) ガイ ド ブッ ク の作成が中止と なっ た場合、協賛金額については事務局と 別途協議と する 。 


